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2.

3.

 

⑶

施してい

合

43

968

21

19

90

38

6

29

751

49

1,033

27

28

77

43

23

28

786

62

1,057

26

25

39

47

21

27

783

　 の を目 とし、 期の事 に ながる とから、 の設
理を てい
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5.

　 費生 ン 、 費 の 費生 における を し の を確保 る

、昭和 ２年 月 日に開設し、 費 が して で かな 費生 を営 と

がで る の に る を てい

　 費 保 の 、 費 と事業 との の取 において生 、 の

費生 に る市 からの に して、 費生 が か に

るとと に、 費 に 等を 供し、 費 の利 の に てい

務

平成27年度 平成28年度 平成29年度

一 53

56

54

6

35

30

92

27

40

1

394

6

69

27

21

0

4

102

311

4

33

41

79

4

11

712

66

1,172

54

55

42

6

30

27

87

36

55

1

393

3

36

53

13

3

4

91

279

7

27

46

64

16

15

657

53

1,103

214

49

53

8

41

32

91

32

74

2

596

2

53

27

6

3

3

89

251

5

38

48

53

7

18

603

35

1,234

料

水

保 衛生

り

地 建 設

の

小　　　

ン

ン

工事 建 工

理

理 保

務一

金 保

運

保

の 務

内 業

の

小　　　

に

に

分

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
務

の

合
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　 の の確保 の目 となる の な を確認してい

費生 用 法に基

用 法に基

用 法に基

事業法に基

の保 の確保 取 の に る法 に基

　一 小 の

　 費 庁から を受け を使 て市 が 等

給 の を 施してい

な で 取し 、 料水、 な

、保 等の給

　 等の

　 費生 に る な を 得して、 い 費 を 成 る 、市 を

に 費生 を開 してい

・

　 費生

　 費生 の となる 料の ン を配 して を 供

してい

　 料の 、 の 供
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6.

内業事

金

　 に、 の を る の経費とし
て、 年 し

新 に 成し
　　75,000円 ( 1,000円) 度 30万円
２ 年度
　 25 で10,000円
　 25 を ると
　　　　10,000円 200円 ( 25) 度 5万円

　 が 期 に使用し
に いて、 をし

の 期 に使用し （ の が
　 、本 の なし）
２ 総合 の 導 の に使用し
　 （総合 の が 、年度内 、10本
　を 度)

の

　本市で 、 基本法第 42 の 定により、 八千 市地域 を定 、地 、

、 の の から、市 の生 、 体 を保 る に総合 か な

体 の整 を てい

　 の の 減を る の 期 、 、 等の を 市

が に 成し に し、 の に る経費の 等

を い、 の 成 に てい

　市 の の 成 と の の に、 事 ン の

配 等を して、 の を かけてい

　 の ダ 等の 成の に、 を 施してい
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　 における か 確な の の確 の から 用

、 オ( 用 受 能 オ) (移 )を整

してい 、 用 （ 定 ）の 整 事業を 施してい

　 における の円 な 施を期 る 、 との

力体 の確 に をおい 総合 を 、 を 施してい

　 の 方法の を る 、 等 の 配 を て

い

　 、 配 と て、 ツ の配 を てい

　 定 から 内 を で し、 用 番 で る とにより、

体 の確保を てい

　市 所 所等となる市 小 に設 している に、 用

料、生 、 の の 用 の分 整 を てい

　 、生 の から最 な 料水 生 用水の確保を る 、 用

戸 て設 し、 に 円 な が るよ な体 を確 し

定 7

　基地 定 との で、 の の

に 用し
（平成30年3月31日 ）

　 （ ）からの 、市内 所に設 （ ）

施設等に設 戸 受 （ 内受 ）を て、 に 市 を

り を るとと に、平 に 市 の に運用し

　 、 域に 所を る 大 による 水 を受け に

して、 オを してい

（平成30年3月31日 ）

1

1

120

123

994

戸 受

オ
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　 の整

　 に な 力が得ら るよ 、 の のある

体 な施設の 理 （市内 体 事業所）との 定 を し

　 場所の を る 、市 等を 場所 で円 に 導 る 場所 導

（ ） に にて で る 場所 内 、 場

所標 を 場所の 等に設 してい 、 に 料で利用で る

発 用の 用 を 所に整 してい
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7.

年　

514644527

556148429

573447828

施

一

合

高

小 生

21 532

20,023

63 823

250 

29

107 

施

5,435

13,233

412

20,465

552

5,640

13,861

59 

48 

233 

109 

59 

488 17

20,891

1,086

28

施

5,238

14,079

19 

44 

220 

103 

54 

年　度

施

27
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8.

　 体 　

　

　 定

　地 水 施設

　 を し、市 の な生 を保 る 、大 、水 、地 水 、

な の調 の か、 の処理、 、事業 の 導を 施してい

分 事　　　　　業　　　　　内　　　　　

大 大 （２ 所の 定 ）、 量 定

水 川 水 水 調 、事業場 水調 　　　　　　　　　　　　

地 水 戸水の水 調 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

道 調 、 　　　　　　　

事業場 調

地 地 、地 水 水量調

の地
分

大 水
年度

(12基)
水 ( 基) 水 ( 基)

地 (1基)
地 水 施設

9452 0 0 029 5 1 30 6

9049 0 0 028 3 3 26 9

9060 0 0 027 3 3 16 8

概　　　　　　　　　　　　　　分

概　　　　　　　　　　

本 定 （ オ ダン 遊 ）
田 定 （ 、 オ ダン 、 ）

　　　　分

大 定
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9.

地

　 の 減

　 の

　地 を し、 の 利用の を る 、 生可能 の導

を してい 平成23年度より、 用の 設 等に して、設 費用の一

を てい

　 、 ン の 、 等の な により 源 、

に配 し を してい

地

　八千 市 所から る二 な の の 減を る 、平成13年度に

地 に け 八千 市 を 定し し の 、平成29年３月に

を一 し、 、 八千 市地 （事務事業 ） （第４ ）とし

し

　本 で 、市 、 、 本 、 水道 市 施設（ 定 理 度

導 施設を ） てを とし、 （二 ）総 量を、 年 で

2,325 2（平成27年度（2015年度） ） 減 る とを目 してい の

にあ て 、 ン２ を 用し、 の継続 な改 を てい

　 保 の

　 の保 生

　 、 、 等により、 な と あ を 、

生 の 、 保 の高 を る取 を してい

保 の

　市内の な である を保 る 、平成22年度に 八千 市

保 を 定し、 を保 る い手を 成 る 整 ン

成 （ ）等を開 し、 してい

生 の保

　市内の生 を保 る 、 等、 生 が生 る の保

を してい 、生 を 定 生 である ツ

等の の取 を てい

と あいの場 り

　 との あいの場 の場として、 るの 等の 用を してい
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⑶

に る方 に る事 を してい

広域 保
市 八千 市 保 、 沼水 保 、(

) 沼 基金、 沼 域水

本 に 処 る体 の確 を り、 の を し

保 に る と、 の保 に る基本 事 に いて
調 し

保 定
市内21事業場と し、 の と良 な生 の確保を目

し
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量

(平成29年4月1日 ）

　 　　 35 ( 用3 )

業務 理

ン 　　　　 施設

所 1 2 最終処分

　 2 平 4

2 ダ 4

2 ダン 3 13

2

　 業 　２ 合

　 可業

源 ン

（ ）
分

総 量
処 理 内 　日

り
量年度 可 大

ン に 法 を

　市に し 、 、 供 な が、 源 を 利用の に 源 業

に る とで 費の一 と る 事業を してい 平成29年３月 日

で88 体の があり、 量 に ４円の 金を してい 、 源 業

に して 量 に ４円の 力金を してい

（ ）

6,555 49 148

6,882 53 15027 54,838 45,933 885 65 1,018

金 　ン

分 可　　　　 　　　　 　　 　　
合　

年度 新　 　

27 979 555 461 124 2,119 15 0 15 2,134

 用

27 (3)

34

平成29年４月 日

　 運 業　２２ 　処分業　３ 浄 業　

　事業 、事業所から （一 ）に いて 、 ら を て処理し

　なけ なら 、 ら運 処分 るか、 の 、運 等の 可を受け に

　 し、処分しなけ なり

29 53,895 45,395 774 60 1,062

6,862 63 14928 54,475 45,698 818 69 965

八 千 事 業 合 34 高  1384番地7

八千 源 事業 合 9 大和田新田 640番地1

2 (0)

3 (0)

業 ( ) 所 地

15 0 15 1,83229 792 491 421 113 1,817

16 0 16 1,99128 897 517 450 111 1,975
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11.

　を

生し 浄

　 法 の 、 法 の設 、 法 受 用 の設 、

の設 、 法 の 導、 法 の設 、 法

の配 により、 法 の を てい に平成24年３月から 、新 の

法 を導 し、 ムでの な 、 体 の を てい

　一 の 量の の 一 処理施設の整 を る 、

平成14年度に基金を創設し し

　本市のし 処理事業 、昭和40年７月に日量36 の処理能力を る 処理場の完成と

に開始 し 、八千 田 地域を に な の に い 処理量

、昭和51年３月に日量100 の処理能力を る八千 市衛生 ン を建設し し

　 の 、 水道の に し 取り の減 、浄 の な の

変 が生 とから、平成 ７年度に基 改良工事を い、処理能力を日量40 に 処理

方 を標 処理方 に変更し、し 処理施設の整 、 を て てい

　最 の に いて 、 水道整 等の により、一 の 量 減 してい

が、 地開発の な から、 設 等 量 浄 の 量 にあり

年度
量理処理処

水道 し 浄 取り

9,30827 177,860 16,471 1,040 1,501

　し 運 、( )八千 市 に して 施しており、 業を円 に

方 を 用してい

年度
量 業 量

量 量

9,646

27 3,783 703 2,913 798 6,696 1,501

29 180,597 16,312 814 1,291

9,70928 178,832 16,460 852 1,443

1,29129 3,274 568 2,934 723 6,208

1,44328 3,609 645 3,062 798 6,671
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